
新訂版 はしがき

　本書は、信用金庫役員の方々やこれから役員になられる方々に向け

て、役員や理事会等の役割、役員の権限・責任等について、その基本

的事項や重要事項をコンパクトにまとめたものです。

　初版の刊行から約７年が経ち、信用金庫法、会社法、民法（債権関

係等）等の改正もあったなかで全体の構成と記述内容を見直すととも

に、この間に出された裁判例等も取り入れながら、下記３点をはじめ

とした全体的なリニューアルを心がけました。

　・�員内理事について、もともと「外部の目として、他の理事の職務

の執行を監督する機能が期待されていた」という点について初版

では指摘できていなかったので、今回の見直しで補筆しました。

　・�初版で公表した「役員の定数」に関する私見に対しては、批判も

含めた反響をいただき、議論を深めるきっかけとなったものと考

えております。新訂版では、新たに、会員の加入承諾についても

私見を追記しました。

　・�金融機関に求められるコンプライアンス対応が、2019年（令和元

年）12月の検査マニュアル廃止以後、金融庁との対話を通じたそ

れぞれのリスクベース・アプローチによる具体策構築へと移行し

てきた状況に鑑みて、新たに「コンプライアンス」の章を設け、金

融機関におけるコンプライアンス態勢の整備とともに、役員とし

て留意すべき具体的対応について解説を行いました。

　本書が、金庫役員の皆さまにとってその職務知識を理解する一助と

なりましたら幸いです。

　最後に、本書新訂版の刊行に向けて、現場の疑問点など多くのご助



言をくださいました皆さま、最初に実務との接点をくださいました湘

南信用金庫専務理事の齋藤篤志様をはじめとする同金庫の役職員の皆

さま、その他多くの皆さまから多大な配慮を賜りました。この場を借

りて厚くお礼申し上げます。

　　2024年2月

� 弁護士　岸本寛之　　
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１ 客観的証拠の収集・259／2 関係者からの事情聴取・259／３ その他の情報
収集方法・260

５　調査委員会の設置の検討・手続    260
６　関与した役職員の責任追及、人事処分    261
７　再発防止策の策定    261
１ 意識改革・261／2 業務分掌、職務権限の明確化・262／３ 業績評価・人事
制度の見直し・262／４ 人事交流等の役職員間のコミュニケーション・262／
５ 監査体制の強化・263

８　公表・広報対応    263

	 金庫子会社に対する監督責任		 	268

１　子会社のリスク管理・不祥事防止体制の整備    268
２　理事の子会社に対する監督責任    269

	 決算スケジュール等		 	270

１　決算後に行わなければならない計算書類等の作成等    270
１ 計算書類等の作成・270／2 計算書類等の監査（特定金庫以外の金庫）・271
／３ 特定金庫の場合の計算書類等の監査・272／４ 計算書類等の理事会承認、
総（代）会招集通知時の提供・274／５ 理事の計算書類等の総（代）会への提出等
義務・274／６ 計算書類等の総（代）会での承認・報告義務・275／７ 業務報告の
内容の総（代）会での報告義務・275／８ 会計監査人の意見陳述権・275／９ 計
算書類等の備置き義務・276／10 計算書類等の閲覧請求に応ずる義務・276

２　具体的な決算スケジュール    277

第８章　その他の重要事項
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	 業務の執行に関する責任		 	284

１　融資実行における理事の責任    284
２　資金支出についての理事の責任    294
３　融資についての金融機関の責任    296
４　不適切な金融商品の勧誘・販売    299
５　内規違反等の役員の行為    300
６　所管事業の報告・説明の不履行    302
７　信用金庫の破綻    304

	 内部統制上の責任		 	306

１　反社会的勢力との取引    306
２　顧客情報の漏えい    310
３　労務対応     316
１ 合理性のない役職定年制を導入（就業規則の不利益変更）したことについ
ての金庫の責任・316／2 組織再編に伴う労働条件変更・318／３ 懲戒解雇が
無効であるとの司法判断が確定したことについての理事の責任・319

４　監督・監査上の責任    321
１ 他の理事の不正行為の監視義務・321／2 監事の任務懈怠・322

■column／コラム■ 
「選定・解職」と「選任・解任」の違い・７／職員外理事等の選任・活用によ
るガバナンス強化・12／名目的な員外監事の責任・23／監事の業務監査の範
囲・26／「業務の執行」と「職務の執行」・30／「常務に従事」とは・33／「役
員が法人であるときは、その職務を行うべき者」という法35条１項の規定につ
いて・35／理事と総代の兼任の適否・36／通常総（代）会が開催できない場合の
役員の任期・69／総代会制度における解任請求の要件・73／総（代）会決議によ
る理事解任の可否の検討（消極）・75／会員の加入の承諾の決定・111／金融機
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関のSDGs・112／オンライン理事会の開催について・121／「規定」と「規程」
の違い・123／議事録に異議をとどめない理事・129／信用金庫理事の注意義務
と銀行取締役の注意義務・159／会社が第三者の詐欺行為によって不動産売買
代金名下に金銭を詐取された事案において、取締役の任務懈怠責任を否定した
事例（大阪地判令和４・５・20金融・商事判例1651号25頁）・165／最低責任
限度額の算定式・177／従来の一部責任免除規定とその改正内容・178／コンダ
クト・リスクとは？・206／役員同士でもパワハラはある⁉・231／銀行頭取が
顧客からの職員へのセクハラ行為を防止しなかったとして辞任した事例・237
／アウティングのパワハラ・労災認定・238／個人情報等の漏えい時の対応・
264／金庫の会員の子法人役員に対する責任追及・270／監事監査報告の内容の
通知（特定金庫以外の金庫）・271／特定理事と特定監事・272／業務報告の監
事監査報告の内容通知・273／会計監査報告の内容通知・273／計算関係書類の
監事監査報告の内容通知・274／日数の数え方・281／金庫が要注意先に区分さ
れた取引先に手形貸付および手形割引を行った後、当該取引先が破産して融資
回収不能となった事例（福岡高宮崎支判令和元・６・19金融法務事情2154号
46頁）・289／理事と銀行の取締役の裁量の広さに差異が生じる可能性を示唆す
る裁判例・292／銀行の不正融資問題について、銀行が現旧取締役および旧執
行役員に対する損害賠償請求訴訟を提起した事例・298

法令等の略記について

本書では、下記の法令名等の略称を用いて解説しています。

・法�⇒信用金庫法
・信金法�⇒信用金庫法
・施行令�⇒信用金庫法施行令
・規則�⇒信用金庫法施行規則
・金庫�⇒信用金庫



1　はじめに

　信用金庫（以下「金庫」といいます）の「役員」は、理事と監事の

ことをいいます（法32条１項）。金庫には、必ず理事（定数５名以上）

と監事（定数2名以上）を置かなければいけない、必要かつ常設の存

在です（同条2項）。

２　理　事

　理事とは、会員から金庫の経営を任された経営の専門家です。理事

会の構成メンバーとして金庫の経営業務を担います。

３　監　事

　監事とは、会員から理事の職務執行の監督等を任された監査の専門

家です。独立した機関として、理事の会計に関する職務の監査（会計

監査）と業務に関する監査（業務監査）を担います。

1　理事の役割

　理事は、理事会という機関（法36条～ 37条の2）の構成メンバー

信用金庫の役員Ⅰ

理事・監事の役割Ⅱ
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です。理事個々人が金庫の機関となるわけではありません。理事は、

株式会社（取締役会設置会社）の取締役に当たる存在で、信金法上も

会社法の取締役に関する規定が多く準用されています（法35条の６）。

　理事は、理事会の構成メンバーとして、自らの専門的な知見をもっ

て理事会での議論・討論に参加します。理事には、理事会に参加する

ことを通じて、金庫の意思決定や代表理事の行為を監督するといった

理事会の権限を行使することが期待されています。

２　監事の役割

　監事は、（代表）理事の職務執行の監督等を行う独立した機関です。

監事は、株式会社の監査役に当たる存在で、監査役に関する会社法の

規定が多く準用されています（法35条の７）。

　監事は、会員に代わって、執行部（理事）が適正に職務を遂行して

いるか、業務の報告が正確に行われているかというチェックを行い、

金庫の適正な職務遂行を担保する役割を担います。

　監事は必ず2名以上が選任されますが、各監事がそれぞれ単独でそ

の権限を行使することができます。これを独任制といいます。
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　金庫と役員の関係は、委任関係です（法33条。会計監査人も同様で

す）。役員は、委任関係に基づいて理事・監事それぞれの役割に応じた

職務上の権限が認められています。

1　理事の権限等

１　理事の区分

　理事は、理事会の構成メンバーであって、理事個々人が金庫の機関

となるわけではないと説明をしましたが、代表理事については、金庫

の必要かつ常設の機関となります。理事にも、その与えられる権限や

求められる資格によって区分があり、求められる役割が変わってきま

す。

⑴　業務上の権限等ごとの区分
　理事の金庫における業務上の権限や勤務形態に応じて、①代表理

事・業務執行理事等、②常勤理事・非常勤理事の区別があります。

①　代表理事・業務執行理事等
イ　代表理事

　代表理事とは、金庫を代表して、金庫の業務に関する一切の裁判上

または裁判外の行為をする権限（代表権）を有する理事です（法35条

の９）。代表権を有する者の行為は、原則として、対外的にその権利義

務がすべて金庫に帰属することになります。

　代表理事は、すべての金庫にとって必要かつ常設の機関です。

　代表理事には、実務上、定款等の定めに基づき、理事長、副理事長、

理事・監事の権限Ⅰ
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専務理事、常務理事といった肩書きが付けられて、金庫内で序列や権

限に差を設けられることがあります。ただし、代表理事の責任は、「代

表理事」である限り、同一です。理事長、専務理事等の肩書きや序列・

金庫内での権限の程度に差があっても、総（代）会の特別決議によって

免除することのできる限度に差異は生じません（法39条４項。金庫の

損害から代表理事の１年間で受ける報酬等の財産上の利益の６倍を控

除した金額が上限となります。第６章・Ⅴ・2「総（代）会の決議によ

る責任の一部免除」参照）。
ロ　代表理事の選定

　代表理事は、理事会において理事の中から選定されます（法36条４

項）。代表理事の人数には制限がなく、複数人いても構いません。複数

人選定された場合には各自がそれぞれ金庫を代表することになります。

「選定・解職」と「選任・解任」の違い

　「選定」は特定多数の者の中から選ぶ場合をいいます。理事の中
から代表理事を選ぶことを「選定」といいます。そして、「選定」の
反対、たとえば、代表理事から代表権を外して代表権のない理事に
することを「解職」といいます。
　「選任」は不特定多数の者の中から選ぶ場合をいいます。総（代）
会で理事を選ぶことは「選任」といいます。「選任」の反対、たとえ
ば、理事の地位を奪うことを「解任」といいます。
　※�ただし、法文の中には、「選定」と「選任」を明確に区別してい

ないものもままあります。
　

ハ　業務執行理事

　業務執行理事とは、代表理事以外の業務を執行する理事のことをい

います。代表理事がすべての業務執行を担当することは現実的に難し

【column】
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⑴　資格による区別
　監事については、会員資格等を有するか否かによって、員外監事と

員内監事が区別されます。

①　員外監事
イ　員外要件

　員外監事とは、次のａ～ｃの員外要件すべてを満たす監事のことを

いいます。員外監事の「員外要件」は、員外理事の「員外要件」とは

異なるので注意してください。

　ａ�　当該金庫の会員または当該金庫の会員たる法人の役員・使用人

以外の者（信用金庫連合会の監事については、当該信用金庫連合

会の会員たる金庫の役員または職員以外の者）

　ｂ�　就任前５年間、当該金庫の理事・職員または当該金庫の子会社

の取締役、会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を

行うべき社員）・執行役・使用人でなかったこと

　ｃ�　当該金庫の理事または支配人その他の重要な使用人の配偶者ま

たは二親等以内の親族以外の者であること
ロ　員外監事制度の趣旨（員外理事との違い）

　信金法は、員外理事については必ずしも選任しなくてもよいとしな

がら、員外監事については一定の範囲で選任を義務付けています（法

32条４項・５項）。また、員外監事の「員外要件」は員外理事よりも

厳しくされ、員外監事の独立性を強めています。

　これは以下の理由によります。

・�理事の場合は、金庫の協同組織性担保のために、会員等の地位を有

する理事が理事会に一定数以上いることが不可欠となります（法32

条４項）。員内理事・員外理事の区別はそのための基準であり、員外

理事を一定割合以下に制限することに主眼が置かれています。

・�他方、監事は業務執行を行わずに監査をするだけなので、仮に、監

20



事全員が会員以外の者であったとしても、金庫の協同組織性が損な

われることはありません。

　�　むしろ、監事が執行部と近い関係にある場合には、馴れ合い的な

監査を行うおそれが類型的に認められるため、執行部や金庫から一

定の距離を置いた監事の選任を義務付けることにより、馴れ合い的

な監査を防止して適正な監査を実現することが期待されています

（理事会を構成する理事の３分の2以上が員内理事ですから、監事

が会員の地位を有していないことが執行部からの独立性の担保とな

り得ます）。
ハ　一定規模以上の金庫の員外監事選任義務

　一定の規模以上の金庫は、員外監事を１名以上置かなければなりま

せん（法32条５項。ただし、常勤・非常勤のいずれでも構いません）。

この一定規模以上の金庫とは、その事業年度の開始の時における預金

および定期積金の総額が50億円以上の金庫のことをいいます（施行令

５条の2）。総額が50億円に達していない金庫では、員外監事の選任

は任意です。

　員外監事を選任しなかった場合は、100万円以下の過料に処せられ

ることがあります（法91条１項６号の2）。
ニ　員外監事選任の届出

　員外監事の就任または退任があった場合には、その旨を所轄の財務

（支）局長に届け出なければなりません（法87条１項６号・88条、規則

100条１項2号、施行令10条の2第１項４号）。

②　員内監事
　員内監事とは、員外監事以外の監事のこと（前記イａ～ｃの員外要

件のいずれかが不該当）をいいます。前述のとおり、員外監事を選任

することは適正な監査の実現に有効ですが、員内監事を選任するメ

リットがないかというとそうではありません。
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　理事や使用人等として業務執行に関与していた経験をもつ者は、金

庫の業務に精通していますから、代表理事等の職務の執行を監査する

に際して、何の経験も有していない者よりも、より正確な監査を行う

ことが期待できます。

　したがって、員内監事・員外監事いずれにも選任の長所があります。

③　員外監事・員内監事の権限および義務
　員外監事と員内監事には、権限および義務に差異はありません。

⑵　勤務形態による区別
　勤務形態が常勤か否かで監事は区別されます。金庫によっては、常

勤の監事（常勤監事）を選任しなければならない義務を負います。

①　常勤監事
イ　常勤監事とは

　常勤監事とは、他に常勤の仕事がなく、原則として、金庫の営業時

間中はその監事の職務に専念している監事をいいます。したがって、

その定義からすれば、常勤監事は2つ以上を兼任することはできない

ことになります（江頭憲治郎『株式会社法�第８版』562頁参照）。
ロ　常勤監事の選定義務

　会計監査人を設置する金庫および設置する義務がある金庫（法38条

の2第１項～３項。以下「特定金庫」といいます）は、監事の互選に

より常勤監事を選定しなければなりません（法38条の2第13項、会社

法390条３項）。
ハ　常勤監事の権限および義務

　常勤・非常勤にかかわらず、監事の権限および義務は何も変わりま

せん。もっとも、常勤監事は、常時、監査権限を行使し得る立場にあ

るという点で、非常勤監事よりも、事実上、任務懈怠責任が認められ

やすい可能性はあります。
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②　員外監事・員内監事と常勤・非常勤の別
　常勤監事となる監事は、員外監事・員内監事のいずれであっても構

いません。

名目的な員外監事の責任

　監事の第三者に対する責任は、主に、代表理事の違法・不適切な
業務執行を何ら監視・監督していなかった任務懈怠責任という形で
問われます。この責任は、たとえ名目的な監事であっても、「名前を
貸しただけ」、「監事報酬も受け取っていない」、「非常勤である」と
いった理由だけで免れることはできません。
　もしも、員外監事の選任が義務付けられた金庫において、員外監
事を確保するため、名前だけを借してほしいと打診したり、また、
監事就任を打診された側も名誉職のような感覚で安易に員外監事就
任を引き受けるようなことがあるとしたら問題です。
　確かに、裁判例の中には、名目上の取締役の責任を緩和する方向
での判断を行っているものもないわけではありません。しかし、そ
の大半は、かつて、株式会社設立に３名以上の取締役の選任が義務
付けられていた時代の中小企業における事例です。金融機関である
金庫の役員の責任判断の際の参考にするべきものではないでしょう。
　農協監事の責任が問われた大原町農協事件（最判平成21・11・27
金融・商事判例1342号22頁参照）では、被告となった元監事は、理
事会が業務執行の決定を代表理事に一任しており、監事も他の理事
も理事長の決定に深く関与しないという慣行があったと主張して責
任を免れようとしました。しかし、判決では、代表理事の善管注意
義務違反の調査等を行わなかった監事の損害賠償責任が認められて
います。
　しかも、これまでの裁判例において監事（以下、株式会社におけ
る監査役を含みます）の任務懈怠責任が認められるような事例では、
監事が監査自体を行っていなかったり、不正の兆候があるのを知り

【column】
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1　理事の定数

１　理事の定数の定め方

⑴　理事の定数
　理事の定数は、５名以上と法律で決められています（法32条2項）。

この定数は、定款に絶対に記載しなければならない事項ですから（法

23条３項10号）、「役員の定数」として定款に記載します（「基本規定

例・申合せ等」における信用金庫定款例17条では『理事　　人以内、

監事　　人以内とする。』と上限のみを定める規定となっています）。

⑵　定数の定め方
　定数の具体的な員数は、５名以上であれば自由に決められます。

　理事の定数を定めるときは、「自金庫の職務の執行上必要な理事は

何名なのか」という観点が重要になります。理事の定数は、「13人」等

の確定数で定めることもできますが、職務執行上の必要性は、業務の

状況等によって変わります。理事の定数を確定数で固定してしまうと、

選任する理事の員数を変えるたびに定款を変更しなければならないと

いう硬直化した運用しかできなくなってしまいます。

　そこで実務上は、「理事の定数」を「13人以内」等と上限のみで定

めたり、「５人以上13人以内」等と幅をもたせて規定する柔軟な取扱

いをしています。なお、多くの金庫は「13人以内」等と上限のみを定

めているようです。この場合は、法令で定める「５人以上」が下限と

なりますから、「５人以上13人以内」と定めた場合と同様になります。

理事の選任手続等Ⅰ

54



⑶　総（代）会での理事の選任
　総（代）会では、定款で定めた範囲内で任意の員数の理事を選任する

ことができます。

２　「理事の定数」＝「選任された理事の員数」

　定款上「理事の定数」を確定数で定めた場合はその員数が定数とな

ります。上限・下限の幅で定めた場合は、実際に総（代）会で選任され

た理事の員数（実数）をもって定数と解するべきです。

　もっとも、この「理事の定数」の考え方に対しては、以下のような

異なる見解があります。

・�定款上に下限と上限で定めている場合には「下限」、上限のみで定め

ている場合には「上限」とする見解（朝倉敬二『三訂�信用金庫役員

の権限と責任』15頁、金子修他監修『金融機関の法務対策6000講第

Ⅰ巻　金融機関の定義・コンプライアンス編』229頁・230頁）

・�上限を定めた場合には「上限」とする見解（経済法令研究会編『四

訂�信用金庫法の実務相談』324頁。ただし、上限を定めていない場

合の取扱いは明らかにされていません）

・�定款の考え方について十分な配慮が必要とする見解（鈴木仁史著

『実務必携　信用金庫法』192頁、193頁参照）

　この問題の所在は、「理事の定数」が、「選任しなければならない員

内理事は最低何名なのか」（法32条４項）、あるいは、「何名の理事に

欠員が出た場合に３か月以内に理事を補充しなければいけないのか」

（同条８項）という判断をする際の基準になっているところ、上限、下

限、実数のいずれをその基準にすればよいかで結論が分かれてしまう

点にあります。

　従来は、上限を定めている場合には、その上限の数字をもって「理

事の定数」と解することが通説とされていました。しかし、理事の選
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任は法令と定款の規定に反しない範囲で柔軟に行えるようでなければ

ならないはずです。そして、それは、実数を定数と解さなければ、信

金法上の他の規定との関係を整合的に説明することができないのです。

　実数をもって「役員の定数」とする本見解には、「本来は定款で定め

るべき『定数』（法23条３項10号）を、その時々の総（代）会の決議に

より自由に定められることになってしまう」（金子監修・前掲229頁）、

「役員の定数を定款で定めるべきとした法の趣旨に照らすとその正当

性には疑問があります」（経済法令研究会編・前掲324頁）との批判も

あります。

　しかしながら、実数をもって「役員の定数」とするといっても、総

（代）会の決議で無制限に定められることになるのではなく、あくまで

も定款で定めている幅の範囲内という制限はあります。定款で定めた

幅の中で、総（代）会の決議によって定める員数を員内理事の選任や役

員の補充義務の基準とすることに正当性を揺らがせるような事情は存

在しません。総（代）会の決議で定めた員数を基準にして柔軟な運用が

できる解釈を否定する理由はないはずです。以下詳述します。

⑴　上限を定数とする解釈とその不都合
　たとえば、理事の定数の定めを「13人以内」と上限のみ定めた場合

には、その上限の13名が理事の定数となるという見解があります（従

来の通説的見解。朝倉・前掲15頁、金子監修・前掲同頁、経済法令研

究会編・前掲同頁）。

　この「13人以内」という定め方には、下限が存在しないのではなく、

法32条2項に基づいて、必然的に「５人以上」が下限だということに

なります。この５名から13名という幅を定款で定める理由は、職務執

行上の必要性に応じて、５名から13名の幅の中で、任意の員数の理事

を選任できるようにしたいという考えに基づくものだといえるでしょ

う。
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の2第４項・11項。第８章・Ⅱ「決算スケジュール等」参照）。

1　理事会の招集手続

１　開催頻度

　理事会は、少なくとも３か月に１回は開催しなければならないとさ

れています。理事は、３か月に１回以上は自己の職務の執行状況を理

事会に報告しなければならないからです（法36条６項）。

　もっとも、実務上は、理事会で決定しなければならない事項や報告

事項が日々発生していくため、多くの金庫が毎月１回定時理事会を開

催しています。

２　招集の流れ

⑴　招集権者
①　各理事による招集
　理事会は、原則として各理事が招集するものとされています（法37

条４項、会社法366条１項前段）。定款や理事会で特定の理事を招集権

者とする定めをしたときは、その定めが優先されます（法37条４項、

会社法366条１項後段）。

　実務上は、定款等で代表理事である理事長を招集権者とし、理事長

に事故あるときはあらかじめ理事会が定めた順序による旨を定めてい

ることが多いでしょう。

理事会の手続等Ⅱ
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②　招集権者による招集
　定款や理事会で特定の理事を理事会の招集権者と定めた場合には、

他の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理

事会の招集を請求することができます（法37条４項、会社法366条2

項）。それでも理事会が招集されないときには、招集権者ではない理

事も、自ら理事会を招集することができることになります（法37条４

項、会社法366条３項）。

③　監事による招集
　監事にも、理事の不正等を理事会に報告するために理事会の招集を

請求し、それでも理事会が招集されないときには自ら理事会を招集す

ることができる権限があります（法35条の７、会社法383条2項・３

項）。

⑵　招集通知の発送
　理事会を招集する際は、すべての理事および監事に対して、理事会

を開催する日の１週間前（定款でこれ以下の期間を定めた場合には、

その期間）までに通知を発送しなければなりません（法37条４項、会

社法368条１項。必ずしも期間内に届いている必要まではありませ

ん）。実務上は、この期間を３日前や５日前に短縮している金庫が多

いと思われます。招集通知には、日時と場所の特定は必要です。会議

の目的、議題などは必ずしも特定を要しません。方式も特に定めはあ

りませんので、口頭で行うこともできます。

　なお、理事および監事全員の同意があるときは、招集手続を経るこ

となく理事会を開催することができます（法37条４項、会社法368条

2項）。したがって、あらかじめ「毎月第４水曜日」等と定例理事会の

開催を定めておけば個々の招集手続を省略することができます。

120



３　開催日時・場所

　理事会の日時および場所については、特に法律上の定め・制限はあ

りません。

　映像・音声の送受信によって、相互に相手の状態を認識しながら同

時に通話できる方式（テレビ会議システムや電話会議システム等）を

利用して理事会を開催することもできると考えられています（規則24

条３項１号の「理事会が開催された日時及び場所（当該場所に存しな

い理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を

含む。）」という規定は、このような方式があり得ることを当然の前提

としています）。

オンライン理事会の開催について

　従前から、テレビ会議システムや電話会議システム等を利用して
理事会を開催することはできるとされてきましたが、従来は実際に
会議室で理事会を開催し、遠隔から参加するのは数名のみを想定し
ていたものと思われます。その場合、議事録には、遠隔参加者のみ
を「当該場所に存しない理事」としてテレビ会議等の出席方法と一
緒に記載しておけば済みました。
　その後、2020年（令和２年）以降に大流行した新型コロナウイル
スの感染拡大防止の観点から、さまざまなところでオンライン化が
進んだ結果、全役員が自宅等の金庫外からオンラインで参加すると
いったことも想定されるようになりました。
　さて、この場合でも、理事会議事録の「理事会が開催された……
場所」（規則24条３項1号）を記載しなければならないわけですが、
金庫の会議室を記載できるのでしょうか。
　議事録は、会員や金庫債権者の閲覧謄写請求の対象となり得るこ
とから（法37条の２第４項・５項）、自宅等を記載することは避け

【column】
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　理事および監事と金庫は委任の関係にあります（法33条。会計監査

人も同様です）。

　役員は、委任関係に基づいて職務上の権限が認められると同時に、

委任関係に基づいて善管注意義務を負います（理事は、さらに忠実義

務も負っています）。役員の職務と責任は、いわば裏表の関係にあり、

役員は、適切にその職務上の権限を行使して注意義務を果たさなけれ

ば、その任務を怠ったとして、責任を問われることになります（理事・

監事について、第１章・Ⅱ・2「委任関係から生じる義務」。なお、会

計監査人について、第５章・Ⅰ・５「会計監査人の権限および義務」）。

　もっとも、理事は、金庫経営において、現在ないし将来の社会経済

事情などの不確実な要素に基づきながら、迅速な決断をしていかなけ

ればなりません。そこには当然リスクが伴い、判断の結果として金庫

に損失が発生してしまうこともあります。しかし、理事の行った判断

が常に結果から事後的に評価され、任務懈怠の責任を負わされるとす

れば、理事を萎縮させ、保守的な判断しかできない、あるいは、理事

の引き受け手さえいなくなるかもしれません。

　監査を行う監事や会計監査人についても同様に、理事が違法・不適

正な行為を巧妙に隠ぺいしていた場合等、どのような事情があっても

結果責任を負わされるとすれば誰も引き受ける者はいなくなります。

　そこで法は、役員の責任について、明確な違法行為や無謀な行為に

ついては厳しく判断する一方で、合理性のある職務執行については寛

容に判断する仕組みを採用しているのです。

役員の権限と責任の関係Ⅰ
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　役員が負う責任は、大別して民事責任と刑事責任に分けられます。

両者は目的を異にしますので、役員が犯罪行為によって第三者に損害

を与えた場合には、民事責任と刑事責任を両方負うこともあり得ます。

1　民事責任

　民事責任とは、他人の権利または利益を不当に侵害した私人間の責

任のことをいいます。

　事実行為によって他人に損害を与えた場合には不法行為責任（民法

709条等）として、契約違反・義務の不履行によって他人に損害を与

えた場合には債務不履行責任（同法415条等）として、その損害を回

復させるための損害賠償義務が生じます。また、法律で特別に定めら

れた責任（法39条の2等）によって損害賠償義務が課される場合もあ

ります。

２　刑事責任

１　刑事責任

　刑事責任とは、犯罪を犯したことに対して生じる責任で、身体的拘

束を行う拘禁刑（ただし、「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整理等に関する法律」施行日の2025年（令和７年）６月１

日より前は「懲役」。以下、本項において同じ）や金銭的な罰金刑と

いった刑罰が科されることをいいます。

　たとえば、信金法上の規定では、以下の者を、１年以下の拘禁刑ま

役員が負う可能性のある法的責
任の種類Ⅱ
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４　役員等賠償責任保険契約

　役員等賠償責任保険は、金庫が保険契約者、役員等を被保険者とし、

役員等がその地位に基づいて不当な行為を行ったことを理由に損害賠

償請求を起こされたことによる損害（賠償金、弁護士費用等）を担保

する契約やこれに準じる保険契約のことをいいます（Ｄ＆Ｏ保険とも

いいます）。その保険料は、保険契約者である金庫が負担することに

なるところ、これまで、その保険料を役員の報酬等と考える場合には、

総（代）会の決議が必要になることから金庫の保険料負担の可否等が問

題とされてきました。

　役員等賠償責任保険契約についても、会社法改正に合わせて2021年

（令和３年）３月１日に施行された改正信金法により、その内容の決定

を理事会の決議によって行うことが明文化されました。

１　役員等賠償責任保険契約の内容

　対象となる役員等賠償責任保険契約については、規則38条の３に

よって、次のように定められています。

　①�「被保険者に保険者との間で保険契約を締結する金庫を含む保険

契約であつて、当該金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害

を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受け

ることによつて当該金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補

することを主たる目的として締結されるもの」（同１号）

　　�　企業総合賠償責任保険（CGL保険）、使用者賠償責任や個人情

報漏洩保険等がこれに該当します。

　②�「役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当

該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ず

ることのある損害（役員等がその職務上の義務に違反し若しくは
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職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を

負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当

該役員等に生ずることのある損害を除く。）を保険者が塡補する

ことを目的として締結されるもの」（同2号）

　　�　自動車賠償責任保険、任意の自動車保険、海外旅行保険等がこ

れに該当します。

２　理事会の決議

　役員等賠償責任保険契約の内容は、理事会の決議によって決定され

ます（法39条の５第１項）。

　役員等賠償責任保険契約は、その構造上、利益相反関係を内容しま

すが、「第35条の５第１項及び第３項並びに第39条第2項の規定は、

金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執

行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けること

によつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するもの

であつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない」

（法39条の５第2項）とされ、理事会決議に利益相反の各規定は適用

されないこととされました。理事会の決議において、事前に役員等賠

償責任保険契約の重要な事実の開示や承認が不要とされているのです。

また、役員等賠償責任保険契約は、自己契約（民法108条１項参照）の

側面がありますが、自己契約として無効になることもないことが明文

化されています（法39条の５第３項）。

　ただし、その役員等賠償責任保険契約を締結しようとする理事は、

当該契約の内容決定の決議について、特別な利害関係を有することに

なるため、決議には参加できません（法37条2項）。

　理事全員と同一内容の役員等賠償責任保険契約を締結する場合には、

各理事を被保険者とする個別の決議をとることとし、個別に、被保険
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1　内部通報制度について

１　内部通報制度とは

　内部通報制度は、職員等から、金庫内で現に起きているか、起きそ

うになっている法令違反、コンプライアンス違反、その他不正、不当、

不適切な事実（以下「不正行為等」といいます）に関する通報を受け

付ける窓口を設置して、不正行為等の早期発見、是正、再発防止を行

う制度です。

２　内部通報制度の整備

　内部通報制度の整備は、理事会が決議すべき内部統制システムの整

備（法36条５項５号）のうち、「金庫の損失の危険の管理に関する規

程その他の体制」（規則23条2号）に該当する重要な手段です。

　パワーハラスメント防止法（労働施策の総合的な推進並びに労働者

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律）で義務付けられた

「必要な措置」（同法30条の2第１項）の具体的な内容となる相談窓口

の設置（パワーハラスメント防止のための指針）、男女雇用機会均等法

（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律）で整備を義務付けられた「必要な体制」（同法11条・11条の３）

としての「相談窓口」（事業主が職場における妊娠、出産等に関する言

動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針）

等はいずれも内部通報制度の整備を指します。

内部通報制度Ⅱ
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　今や内部通報制度の整備は、法令等で要請された必須の制度です。

実際に、近時は社会的なコンプライアンス意識の高まりや公益通報者

保護制度の制定等とともに、内部統制の一環としての内部通報制度の

定着等によって、窓口への連絡などによって不祥事が発覚する事例も

増えてきています。

３　公益通報者保護法

　内部通報制度と似た制度として、公益通報制度があります。

　公益通報制度の通報対象事実は、内部通報制度で取り扱う不正行為

等のうち、公益通報者保護法別表に掲げられた特定の法律に関する犯

罪事実や違反事実のみです。最終的に刑罰や行政罰（過料）につなが

る事実のみが公益通報制度の通報対象事実になり、コンプライアンス

上の問題は通報対象事実には当たらないのです。

　また、担当者の負う守秘義務の根拠、範囲や責任についても内部通

報制度と公益通報制度とでは違いが生じてきます。公益通報従事者に

は守秘義務違反に刑事罰も科されることがあります。

　制度を利用できる者は、内部通報制度の場合は、その制度設計に

よっては通報者に取引先等を含める場合がありますが、公益通報制度

の場合は、公益通報者は、労働者・派遣労働者・委託先の労働者や派

遣労働者（これらの退職から１年以内の者）、役員（委託先の役員）の

みが行うことができます（公益通報者保護法2条１項）。

　このように一見似た制度ではありますが、内部通報制度が企業価値

の維持・向上を制度目的としているのに対し、公益通報制度は国民生

活の安定および社会経済の健全な発展に資することを制度目的とする

という違いにより、両者は必ずしも一致するものではないのです。

　もっとも、通報を受け付ける窓口では、一般的な内部通報も公益通

報も区別なく受け付けるようにするべきです。通報対象は公益通報者
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保護制度の対象事実に限定するべきではありません。コンプライアン

ス上の重大な問題も通報対象として受け付けることで金庫における企

業改善を図ることができます。何よりも、通報者にとって、通報した

い事実が公益通報の対象事実か否かを判断することは困難です。通報

対象事実を限定したりすれば、通報者にとって、当該事実が対象とな

るかどうかがわからず、通報自体を萎縮させてしまうことにもなりか

ねないからです。

　なお、従業員300人を超える企業は、公益通報受付窓口を整備しな

ければなりません（公益通報者保護法11条３項）。

２　金庫外の通報窓口の設置

　通報窓口は、金庫内に設置して職員等が対応する場合と金庫外に設

置するために外部の弁護士等に委託する場合があります。通報窓口を

金庫内に設置するか、金庫外に設置するかによって、それぞれ次のよ

うなメリットがあります。こういった違いから、金庫内と外に窓口を

併設することも選択肢として考えられます。

１　金庫内の通報窓口のメリット

⑴　金庫内の事情に詳しい者が相談担当者となることで、より深く
通報を理解することができる

　通報では、業界用語等が多用されることもあり得ますので、金庫外

の相談担当者では、その内容をすぐに理解できないこともあるかもし

れません。その点、金庫職員が相談担当者となる金庫内の通報窓口の

場合には、業界や金庫内の用語も理解しながら、具体的なイメージを

もって通報受付をすることができます。

⑵　通報者にとって担当者の顔がみえることで安心できる
　いろいろな不安を抱えた通報者にとっては、場合によっては担当者
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役員同士でもパワハラはある⁉

　「優越的な関係を背景とした」言動であるパワハラは、通常、上司
から部下への叱責等による言動として問題とされることが多いです
が、裁判上、不法行為が認定されたものの中には、上司と部下の上
限関係にないものもあります。
　たとえば、2022年（令和４年）３月1日の福岡地方裁判所の判決
（判例タイムズ1506号165頁）では、代表取締役という同じ職務上の
地位同士での言動にパワハラを認定しました。すなわち、具体的な
両者の関係、言動の内容、言動のなされた状況に照らして、社会通
念上許容される範囲を逸脱したと認められるような場合には、たと
え役員同士であってもパワハラの認定をされることがあり得るので
す。この裁判例の事案は次のようなものでした。
【請求の内容】
　生え抜きだった元・代表取締役社長が、①同族会社の経営者一族
である代表取締役会長から経営者会議等で罵声を浴びせられる等の
パワハラで精神的を受けたことによる慰謝料、②本来受けられるべ
き退職慰労金支給を取締役会に上程しなかったために受給できな
かったことによる退職金相当額の損害賠償等を求め、会社と会長個
人を訴えた。
【事案の概略】
　会長は、経営会議や中間業績報告の会議において、同席している
他の取締役の面前で、元社長に対し、「馬鹿、無能、サラリーマン根
性丸出し、会社の経営を考えない、会社の金を横領した者より始末
が悪い」といった言葉を繰り返すだけではなく、「一生恨む、引きず
り倒す、呪い殺してやる」等といった強い嫌悪を示す発言を感情の
赴くままにしていた。
　また、取締役の退職慰労金については、取締役会において役員服
務規程および退職慰労金内規により算定基準等を定められ、内規違
反等による退任での不支給以外は、業務評価の低い役員であっても
退職慰労金を支給することとされていたが、会長は、元社長の退任

【column】
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にあたり、退職慰労金支給に係る株主総会の議案等を取締役会に上
程しなかった。
【裁判所の判断】
1　パワハラについて

　裁判所は、本事案において、会長の同族会社内での経歴等に照ら
して、元社長よりも優越的な地位にあったことを認定した。
　会社の業績は、前年比で営業利益が５億円減少する等、十数年以
内の経営状況の悪化があったことから、裁判所は、取締役ら全員に
対する業務指導や叱咤激励をする必要性自体は認めつつも、他の取
締役の前で繰り返し元社長の人格を否定するような言動を繰り返す
会長の行為は、業務指導等のために正当化されるものではなく、社
会通念上許容される範囲を逸脱しているとして違法と評価した（慰
謝料額100万円）。
２　退職慰労金不支給について

　退職慰労金支給の件を取締役会に上程しなかったことについては、
各内規の定めおよび会社役員に対する退職慰労金の支給状況からす
れば、会長は、元社長が退任する際、各内規に従って取締役会に元
社長への退職慰労金支給についての株主総会の議案を上程するか、
退職慰労金を支給しないのが相当とするならば、これを取締役会に
諮るべきであったとして、かかる不作為について善管注意義務違反
を認めた（損害額は元社長の取締役在任時の退職慰労金相当額とな
る850万円）。

　上記の裁判例は、「優越的な関係を背景とした」言動が形式的に判
断されるものではなく、たとえ代表取締役間であったとしても（金
庫であれば、理事間であったとしても）、具体的な事情によっては、
その言動がパワハラに当たり得るということを示した参考事例とい
えます。

　

　その労働者の受ける身体的または精神的に苦痛、不快さの基準は

「平均的な労働者の感じ方」（同様の状況で当該言動を受けた場合に、
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の他の条項（債務不履行等）を理由に解除するといった方法もあり得

ます。預金保険機構による特定回収困難債権の買取制度や整理回収機

構のサービサー機能等を活用して取引解消を推進することもあり得ま

す。

　または、債権回収をしないことが反社会的勢力への利益供与となり

得ることから、可能な限り債権の回収を図って取引を終えるというこ

とも選択肢になってきます。

　①の場合の立証が難しい場合には、取引先が反社会的勢力に該当す

ることを明示して取引関係の解消を行うことは、かえってその取引先

から名誉毀損による損害賠償請求を受けるおそれもあるため、反社会

的勢力の該当性以外の理由で取引関係を解消できる場合には、その方

法を選択するほうが穏当です。

1　不祥事とは

１　「不祥事件」の届出義務

　金庫は、自金庫、子会社または業務委託先の委託業務に係るものに

ついて、「不祥事件」が発生したことを知ったときは、30日以内に財

務（支）局長（以下「当局」といいます）に所定の書式を用いて届出を

しなければなりません（法87条１項６号・88条、規則100条１項35号、

2項４号、６項、７項、施行令10条の2）。

　届出の要否等については、理事側が不祥事件と疑われる事項を知っ

不祥事発生時の危機管理対応Ⅵ
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た際にただちに当局に相談して対応することになりますが、ここでい

う「不祥事件」とは、金庫等の役員もしくは職員または信用金庫代理

業者もしくはその役員（役員が法人であるときは、その職務を行うべ

き者を含みます）もしくは従業員が次の①から⑤のいずれかに該当す

る行為を行った場合に限られます（規則100条７項）。

　①�　金庫の事業、信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務または

信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務

を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為を行っ

た場合

　②�「出資の受入、預り金及び金利等の取締りに関する法律」または

「預金等に係る不当契約の取締に関する法律」に違反する行為を

行った場合

　③�　現金、手形、小切手または有価証券その他有価物の紛失（盗難

に遭うこと、および過不足を生じさせることを含む）のうち、金

庫の業務、信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務または信用

金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務の特

性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛

失を認められるものがあった場合

　④�　海外で発生した上記①から③に掲げる行為またはこれに準ずる

もので、発生地の監督当局に報告した場合

　⑤�　その他金庫の業務、信用金庫代理業者の業務または信用金庫電

子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務の健全かつ

適切な運営に支障を来す行為またはそのおそれのある行為であっ

て上記①から④に準ずる行為を行った場合

２　上記以外の不祥事

　上記の不祥事件に当たらない場合であっても、財務不祥事（業務報
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告書等の虚偽記載等）、サービス等不祥事（顧客への虚偽申告等）ある

いは個人情報等の漏えい、労働関係法令違反、善管注意義務違反等、

役職員が法令または定款に違反する行為から法令等には違反しないも

のの社会規範等に照らして不適切とされる行為まで、広くすべてが

「不祥事」に含まれます。

　なお、金庫は、不祥事件の届出義務以外に、個人情報漏えい等の不

祥事が生じた場合にも、直ちに金融庁長官等の監督当局に報告する義

務を負っています（個人情報保護法26条、同法についてのガイドライ

ン（通則編）３－５－３、金融分野ガイドライン11条１項等）。

２　不祥事対応の心構え

　ヒューマンエラーをなくせない以上、不祥事を完全に防ぐことは不

可能です。したがって、役員の心構えとしては、自金庫あるいは業界

等のいわゆる「ヒヤリ・ハット事例」を収集したり、内部統制システ

ムの構築・運用状況の実効性を監視・検証するなどして、リスクや問

題点の洗い出し等を行うとともに、不祥事が起きた場合の対応につい

ても日頃から準備しておく必要があります。

　不祥事が発生した場合、原則として不祥事に関与していない理事

（理事の不祥事の場合には監事）が主導して次の流れで対応を進めま

す。

　①　初動対応の決定

　②　事実関係の把握・調査

　③　調査委員会の設置の検討

　④　関与した役職員の責任追及、人事処分

　⑤　再発防止策の策定

　⑥　公表・開示

　その際には、主に次の３点を目標に行動します。
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1　子会社のリスク管理・不祥事防止体制の整備

　金庫は、信金法54条の21第１項で認められた国内の会社に限り子

会社とすることができます。

　信金法54条の21第１項（規則64条）で許容された子会社の範囲は

次のとおりです。

　①�　金庫の行う業務に従属する業務を行う会社（同項１号イ）

　②�　金庫業務に付随、関連する業務を行う会社（同項１号ロ）

　③�　新たな事業を開拓する会社、経営の向上に寄与する新たな事業

活動を行う会社（同項2号・３号）

　④�　地域の活性化に資すると認められる事業活動を行う会社（同項

４号）

　⑤�　情報通信技術その他の技術を活用した業務を行う会社（同項５

号）

　⑥�　上記①～⑤の会社のみを子会社とする持分会社（同項６号）

　金庫が子会社を有する場合には、グループ全体の業務の適正を確保

するために必要なコンプライアンス・リスク管理事項として、子会社

のリスク管理・不祥事防止のための体制を整備する必要性があります

（法36条５項５号、規則23条参照）。

　コンプライアンス・リスク管理基本方針では、リスク管理の枠組み

に関する着眼点として、「グループ会社管理及び海外拠点管理」を掲

げ、全体を統括する経営陣が、グループのコンプライアンス・リスク

管理態勢の構築・運用を整備して、経営方針の実施に伴うリスクを的

金庫子会社に対する監督責任Ⅰ
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確に捕捉および把握することが重要だとしています（同基本方針８

頁）。

２　理事の子会社に対する監督責任

　理事は、金庫の重要な業務執行の決定等を行うのが職務であり、子

会社の業務執行の決定・執行行為は子会社の取締役等が行いますから、

従来の考え方からすれば、理事には子会社の監督責任はないと理解さ

れていました（野村證券事件－東京地判平成13・１・25金融・商事判

例1141号57頁参照）。

　しかし、福岡魚市場株主代表訴訟事件（最判平成26・１・30金融・

商事判例1439号32頁）では、代表取締役等に対し、完全子会社の不適

切な在庫処理について適切な調査等を怠ったという善管注意義務・忠

実義務違反が認定されていますので、今後は、理事が子会社に対する

監督義務を負うという判断がなされる可能性があります。もっとも、

この事件では、親会社の代表取締役自身も不適切な在庫処理の当事者

として関与しており、また、完全子会社の非常勤役員を兼務していた

という特殊事情がありました。したがって、この判決から直ちに、裁

判所が親会社役員の子会社に対する監督義務一般を肯定しているとま

でいえるのかどうか明らかではありません。

　理事としては、少なくとも、自金庫や子会社等のグループ会社にお

いてコンプライアンス・リスク管理体制を整備し、法令等の遵守に関

する相談窓口を設ける等したうえで、異常な業務状況がうかがわれる

場合や異常な状態を把握した場合には、金庫の理事会を通じて、子会

社取締役等に働きかけて業務の状況を調査する等、具体的な対応をと

るようにしておくべきでしょう（親会社が自社および子会社等のグ

ループ会社における法令遵守体制を整備し、相談窓口を設けて実際に

相談対応を行っていた場合に、子会社従業員による相談の申し出に対
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あれば、巨額な損害賠償請求となり得ます。実際、前記の事件では、

顧客情報漏えいに関する損害賠償請求訴訟が各地で提起され、Ｂ社ら

の責任が認容されています。金庫が扱う預金残高等の資産に関わる情

報が漏えいしたとなれば、この慰謝料額もより高額な認定となること

が想定されますし、厳密に管理されるものと期待された資産情報が金

庫から漏えいしたとなれば、金庫の信用は回復し得ないほどの打撃と

なるものと想像されます。

　また、本件のように漏えいは委託先等の第三者からということもあ

り得ます。金庫役員としては、職員や業務委託先からの情報漏えいを

防止するための組織体制の整備が重要となります。具体的には、「金

融分野における個人情報保護に関するガイドライン」および「金融分

野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等につ

いての実務指針」ならびに個人情報保護委員会の「特定個人情報の適

正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）」および「（別冊）金融

業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に

沿った情報管理体制等を構築する必要があります。

３　労務対応

　金庫の労務対応として、実際に金庫および理事の責任が問われた事

案を紹介します。

１ 　合理性のない役職定年制を導入（就業規則の不利益変更）し
たことについての金庫の責任

●Ｋ信用金庫事件（熊本地判平成26・1・24労働判例1092号62頁）
【事案の概要】
　金庫の元職員が、金庫に対して、役職定年制の導入という就業規則

の不利益変更により得られなくなった基本手当の差額分等について労
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働契約に基づく給与請求および不法行為に基づく損害賠償請求を求め

た事案です。

【裁判所の判断】
　役職定年制の導入という就業規則の変更は、職員らに多大な不利益

を与える一方で、変更の必要性はさほど高度なものではなく、適切な

代替措置も講じられていないので、当該就業規則の変更は、合理性を

欠き無効だと判示しました。

　そして、金庫に異議がない旨の意見書を提出した者以外の元職員に

ついては、積極的に反対の意思を表明することなく変更後の給与等を

受け取っていたとしても、それを就業規則の変更についての黙示の同

意だとすることはできない、としています。

【事案のポイント】
　就業規則の不利益変更には、変更後の就業規則を職員に周知させる

こと、そして就業規則の変更に合理性が認められることが必要です。

そして、その合理性の有無は、職員の受ける不利益の程度、労働条件

の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との

交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情等に照らして総合的に

判断されます（労働契約法10条）。就業規則の不利益変更において合

理性があるといえるためには、相当高度な経営上の必要性と不利益を

緩和する代償措置の存在が必要になります。

　不利益変更にこれだけの合理性まで認められると断言できないよう

な場合には、念のため、すべての職員から個別に同意を得ておくこと

も検討しなければなりませんが（同法９条の反対解釈）、事後的に不利

益変更の有効性が争われることになったときには、その同意に①変更

による不利益性を十分に認識して、②自由な意思に基づき、③同意の

意思を表明したという事情を立証していかなければならなくなります。

　これらを立証できない場合には、金庫側の責任となり、本事案のよ
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うに給与請求等がされることがあり得ます。

２　組織再編に伴う労働条件変更

●Ｙ信用組合事件（東京高判平成28・11・24労働判例1153号５頁）
【事案の概要】
　Ａ信用組合は、Ｂ信用組合の経営破綻を回避するために救済合併し

（Ａが存続組合、Ｂは解散）、Ｂ職員ら全員の雇用契約を承継しました。

このとき、Ｂ職員らの退職金は合併後の退職する際に勤続年数を通算

してＡ信用組合の職員と同一水準の待遇（Ｂ職員らにとっては大幅な

減額）にするという内容で同意書をとっていました。

　さらに、その翌年にＡ信用組合は他の３信用組合と合併し、Ｙ信用

組合となりました。この合併に先立ち、合併に伴う新労働条件は、各

支店で支店長が説明書を読み上げ、職員がその説明書に署名するとい

う手続をとりましたが、就業規則改定は行いませんでした（その５年

後に新労働条件での就業規則改定（新退職金規程の制定）を実施）。

　この新労働条件の退職金規程制定前後に退職した元Ｂ職員らが、従

前のＢ信用組合の退職金規程による退職金支払をＹ信用組合に求めて

訴え提起したのが本件です。

　一審、二審は元Ｂ職員らの請求を棄却しましたが、最高裁は労働条

件変更への同意が自由意思に基づくものであるか審理が尽くされてい

ないとして原判決を破棄して差し戻しました（最判平成28・2・19民

集70巻2号123頁）。

【裁判所の判断】
　差戻審では、元Ｂ職員らは、基準変更により退職金の支給につき生

ずる具体的な不利益の内容や程度についての必要十分な情報提供や説

明を受けられていなかったとして、同意が自由な意思に基づいてされ

たものとはいえない等とし、労働条件の変更を認めず、Ｂ信用組合の
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